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平成３０年度保安検査（保安規定の遵守状況の検査）について 
 
 
 
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第

１６６号）第４３条の３の２４第５項の規定に基づく平成３０年度保安検査に

ついて、原子力規制委員会は別紙のとおり実施することといたしました。 
 つきましては、別紙の内容についてお知らせいたします。 
 なお、年４回の保安検査に係る詳細については、各回の保安検査開始前まで

に、統括原子力運転検査官から連絡いたします。 
 
 
 
 
 
 





（別添） 

１．検査実施場所 

日本原子力発電株式会社 東海第二発電所及び本店 

 

２．検査実施時期 

（１）第１四半期： ５月下旬 ～ ６月上旬 

（２）第２四半期： ９月上旬 ～ ９月中旬 

（３）第３四半期：１２月上旬 ～１２月中旬 

（４）第４四半期： ３月上旬 ～ ３月中旬 

 

３．検査担当職員 

東海・大洗原子力規制事務所職員 

  他 

 

４．検査項目 

平成３０年度保安検査において実施する検査項目については、以下に掲げ

る項目とする。なお、以下の項目に限らず、必要に応じて項目を選定し検査を

実施する。 

（１）基本検査で実施する保安検査の内容 

①改善活動の取組状況 

②保守管理等の実施状況 

③外部事象等に対する体制の整備状況 

④マネジメントレビューの実施状況 

⑤安全文化醸成活動の実施状況 

⑥放射性固体廃棄物管理の実施状況 

 

（２）追加検査で実施する保安検査の内容 

 ①燃料有効長頂部の寸法の誤りに係る改善状況 

  


